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5章

低未利用土地

空家等 空地 その他

建築物又はこれに附属する

工作物であって居住その他

の使用がなされていないこ

とが常態であるもの及びそ

の敷地（空家法※）

現に人の使用していない土

地及び管理の適切でない土

地 （安心・安全で快適なま

ちづくりなごや条例）

その利用の程度が、その周辺

の地域における利用の程度に

比べ著しく劣っている土地

（平面駐車場、資材置場等）

　本市においては、都心ゾーンや都心ゾーン周辺の駅そばでは低未利用土地の箇所数が多い傾
向があります。また郊外においては、低未利用土地の面積が多い傾向があります。こうした低
未利用土地に対して適切な管理と有効活用を促進し、良好な市街地環境の形成やにぎわいの創
出をはかります。
　そのため、空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづく空家等対策等を推進するととも
に、平成 30 年の都市再生特別措置法の改正により創設された、「低未利用土地の利用及び管理
に関する指針（低未利用土地利用等指針）」、「低未利用土地権利設定等促進計画制度」や 「立地
誘導促進施設協定（コモンズ協定）制度」を本プランに位置づけ、制度の活用を促します。 　

※都市計画基礎調査（H29）より、空閑地、駐車場、資材置場を集計

低未利用土地の面積
（500 ｍメッシュ当たり）

低未利用土地の箇所数
（500 ｍメッシュ当たり）

低未利用土地
の箇所数

低未利用土地
の面積（㎡）

低未利用土地の有効活用に関する取組

（1）本市における低未利用土地の有効活用への取組について

■本プランにおける低未利用土地の定義

■本市の低未利用土地の状況

※空家法：空家等対策の推進に関する特別措置法

71



■管理指針
　　空家等と空地については関連法令等※に基づく、適切な管理を行うことを求めます。
　※・空家等：空家法、名古屋市空家等対策の推進に関する条例　
　　・空地：安心・安全で快適なまちづくりなごや条例

にぎわいや利便性向上に寄与する利用
緑の創出に
寄与する
利用

災害リスクを
ふまえた
まちづくり
に寄与する
利用

住宅やその他建物
としての利用

オープンスペース
としての利用

拠点
市街地

・魅力の向上や創出のため、
土地の集約化をはかるとと
もに、広域的な拠点施設や
地域の拠点施設等としての
利用を推奨します。

・回遊性やにぎわいが生まれ、
来訪者等の利便の促進に寄
与する利用を推奨します。

魅力の向上や創出、快
適な居住環境を形成す
るために、にぎわい広
場など、にぎわいや利
便性に寄与する利用を
推奨します。

緑地などの緑
の創出に寄与
する利用を推
奨します。

防災広場など
の災害リスク
をふまえたま
ちづくりに寄
与する利用を
推奨します。

駅そば
市街地

・歩いて暮らせる快適な居住
環境を形成するため、住宅
や生活に必要な身近な施設
等としての利用を推奨しま
す。

・地域のコミュニティの維持・
形成に寄与する利用を推奨
します。

郊外
市街地

・良好で持続的な居住環境
を形成するため、居住環境
の改善や、地域のコミュニ
ティの維持・形成に寄与す
る利用を推奨します。

菜園など地域のコミュ
ニティ形成に寄与する
利用を推奨します。

　低未利用土地の適切な管理と有効活用を促進し、良好な市街地環境の形成やにぎわいの創出
をはかります。そのため、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導
施設の立地及び立地の誘導をはかるための低未利用土地利用等指針を以下のとおり定めます。

■対象エリア
　都市機能誘導区域内・居住誘導区域内

■利用指針
　　地域の特色や課題をふまえて、空家等や空地などの低未利用土地を活用した以下の利用を推　
　奨します。また、利用指針に基づき、にぎわい広場等として利用されている低未利用土地に　
　ついて適切に管理することを求めます。
　　・にぎわいや利便性向上に寄与する利用
　　　（住宅やその他建物としての利用、オープンスペースとしての利用）　　　
　　・緑の創出に寄与する利用　　　
　　・災害リスクをふまえたまちづくりに寄与する利用

（2） 低未利用土地の利用及び管理に関する指針（低未利用土地利用等指針）
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　行政が低未利用土地の地権者等と利用希望者とをコーディネートし、所有権にこだわらず複
数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を作成することができる制度です。

■低未利用土地権利設定等促進事業区域の設定（制度の活用が可能となる区域）
　都市機能誘導区域内のうち市長が定める区域

■低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項
　促進すべき権利設定等の種類：地上権、賃借権、所有権等
　立地を誘導すべき誘導施設等：都市機能誘導区域における誘導施設、
　　　　　　　　　　　　　　　 誘導施設または住宅の立地の誘導をはかるもの

出典：国土交通省資料

■制度活用イメージ

（3）低未利用土地権利設定等促進計画制度
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　低未利用土地等を活用して、地域コミュニティ等が共同で整備・管理する空間、施設について、
地権者合意による協定を締結できる制度です。

■立地誘導促進施設の一体的な整備または管理が必要となると認められる区域
　（制度の活用が可能となる区域）
　都市機能誘導区域内、居住誘導区域内

■立地誘導促進施設の一体的な整備または管理に関する事項（コモンズ協定に関する事項）
　　居住者、来訪者または滞在者の利便の増進に寄与し、良好な市街地環境を形成するために、　
　区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者は、以下の立地誘導促進施設の一体的な
　整備または管理を適切に行うこととする。

【立地誘導促進施設】
　　交流広場、防災広場、緑地、菜園、集会所、地域のにぎわい施設、雨水貯留浸透施設など、居住者、
　来訪者または滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあっては住宅　
　の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの

出典：国土交通省資料

■制度活用イメージ

（4）立地誘導促進施設協定制度（コモンズ協定）
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　用途地域をはじめとする土地利用計画は、本プランに基づく誘導施策により土地利用の誘導

をはかるとともに、土地利用状況の変化に応じて用途地域等を見直す際には基本的な区域（拠

点市街地・駅そば市街地・郊外市街地）や誘導区域（都市機能誘導区域・居住誘導区域）を考

慮するなど、本プランと連動した運用とし、集約連携型都市構造の実現をはかります。

集約連携型都市構造の実現に向けた
土地利用計画の運用

■なごや集約連携型まちづくりプランと土地利用計画の連動イメージ

■土地利用の誘導とその変化への対応イメージ

（1）運用の方向性

誘導区域内 誘導区域外 誘導区域内 誘導区域外

集約連携型
まちづくり
プラン

土地利用

土地利用計画

誘導施策による
都市機能・居住の誘導

届出制度による
都市機能・居住の誘導

必要に応じた
誘導区域の見直し

拡大抑止

×

集約誘導

用途地域等の見直しによる
都市機能・居住の拡大抑止

都市開発諸制度等による
都市機能・居住の誘導

集約連携型
まちづくり
プラン

土地利用計画

土地利用 集約連携型
都市構造

届出制度・誘導施策
による誘導

用途地域等による規制
都市開発諸制度等による誘導

変　化

Check
（プランの評価）

Check
（都市計画基礎調査）

Check
（プランの評価）

Check
（都市計画基礎調査）

本プランに基づき土地利用を誘導 ➡ Check ➡ 誘導成果に応じて計画を見直し ➡ 都市機能・居住の集約を促進
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①  都 市 機 能 の 誘 導
　・拠点市街地においては、都心ゾーンにおいて、引き続き、特定用途誘導地区等による誘導施策　　

　　により、広域的な拠点施設の誘導をはかります。また、地域拠点においても、今後、地域の拠　

　　点施設の誘導をはかるための施策を展開します。

　・都市機能誘導区域内においては、引き続き、地域のニーズに応じて特定用途誘導地区等の都市

　　開発諸制度を運用し、周辺環境への影響等を考慮しながら都市機能の誘導をはかります。

②  居 住 の 誘 導
　・駅そば市街地においては、居住環境の向上をはかるため、地域のニーズに応じて居住環境向上

　　用途誘導地区等の都市開発諸制度を運用し、地域の特性や周辺環境への影響等を考慮しながら

　　日常生活施設の誘導をはかります。

　・ 郊外市街地においては、低未利用の基盤未整備地区において、都市計画による建築制限等（用

　　途、容積率、建蔽率等）を維持することを基本とし、過度な市街地拡大の抑制をはかります。また、

　　当該地区の既存の住宅地等においては、敷地の集約化促進や細分化抑制、緑化の推進により、　　

　　ゆとりとうるおいの維持・創出をはかる施策を検討します。

③  そ の 他  
　・都市基盤整備、土地利用状況の変化等による用途地域等の見直しについては、基本的な区域、

　　誘導区域、周辺環境への影響等を考慮して実施します。

（2）施策の方向性
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〇特定用途誘導地区制度

　都市機能誘導区域内で、都市計画に「特定用途誘導地区」を定め、容積率・用途制限の緩和に

より立地適正化計画に位置づけた誘導施設の誘導をはかる制度です。

　本市では、都心ゾーンにおいて、特定用途誘導地区（都心地区）を定め、「特定用途誘導制度」

として運用し、容積率緩和をインセンティブに広域的な拠点施設の誘導をはかっています。また、

地域のニーズに応じて運用し、周辺環境への影響等を考慮しながら誘導施設の誘導をはかります。

〇居住環境向上用途誘導地区制度

　居住誘導区域内で、都市計画に「居住環境向上用途誘導地区」を定め、容積率・用途制限の緩

和により立地適正化計画に位置づけた居住環境向上施設の誘導をはかる制度です。

　本市では、地域のニーズに応じて運用し、地域の特性や周辺環境への影響等を考慮しながら居

住環境向上施設の誘導をはかります。

▶ 施設の誘導施策の例

名古屋駅
栄駅

⾦⼭駅

特定⽤途誘導地区（都⼼地区）の区域

R2.10.19時点

例)ホール

誘導施設整備分の
容積率を緩和

特定⽤途
基準容積率

誘導施設を整備

出典：国土交通省資料
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1.

2.

評価指標の設定
プランの推進と評価



評価指標 現　状 現状のまま
推移した際の推計 目　標

拠点市街地及び駅そば市街地
の人口密度

84人/ha
[平成27年:2015年］

77人/ha
[令和17年:2035年］

84人/ha以上
[令和17年:2035年］

効　果 概　要 効果量

プランの進捗により期待される効果を下記に示します。

集約連携型都市構造
の実現による時間短縮
効果（貨幣価値換算）

・拠点市街地及び駅そば市街地への都市機能の誘導
により、そこに住む居住者が誘導施設を利用
する際の移動時間が短縮されることによる効果

・拠点市街地及び駅そば市街地への重点的な居住の
誘導により、都心ゾーンへの移動時間が短縮さ
れることによる効果

年間
約70億円

主な確認指標 現　状

都心部の歩行者交通量（名古屋駅、
伏見、栄、上前津付近の 6地点合計）

56,722人
［平成28年］

（参考）関連する基本方針

市内居住者の外出率
（全国都市交通特性調査）

87.7％
［平成22年］

空き家率（住宅・土地統計調査） 13.2％
［平成25年］

郊外市街地の人口密度（国勢調査）
68人/ha
［平成27年］

災害に強いまちづくりができていると
思う市民の割合（名古屋市総合計画）

51.0％
［平成29年］

都心や拠点の魅力向上・創出

さまざまな世代が活動しやすいまちづ
くり

成熟した市街地を活用したまちづくり

ゆとりある郊外居住地の持続と新規開
発の抑制

災害リスクを意識したまちづくり

以下の効果の合計値

※時間の貨幣価値換算（時間評価値）は、平成27年における愛知県の年間賃金を年間実労働時間で除して算出

また、評価指標とあわせてまちづくりの状況を把握するさまざまな指標を確認していきます。

本プランの推進にあたり、評価指標と将来の目標を次のとおり設定します。

▶プランの推進による効果

評価指標の設定
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Plan Do
計画

Action
見直し

＝ new Plan
新たな計画

Action
見直し

実施

Do
実施

Do
実施

Check
評価

Check
評価

Check
評価

Check
評価

Check
評価

Check
評価

Check
評価

Check
評価

平成 30 年
2018 年

令和 17 年
2035 年

令和 2 年
2020 年

20 年程度先を見据えた計画

なごや集約連携型まちづくりプラン

都市計画マスタープラン

おおむね 5 年ごとの評価

評価をふまえた
必要な見直し

都市マス見直しの反映反映

８１

　本プランに基づく取組は、 関係する具体的な施策や事業等を毎年度集約するなど、 全庁的な
調整や連携をはかりながら推進します。 また、 施策や事業の推進にあたっては、 民間事業者等との
連携をはかります。
　本プランは、 20 年程度先を見据えた計画としていますが、 リニア中央新幹線の開業を見据え、
都心や拠点の魅力向上・創出について重点的に取り組みます。
　また、 人口動向を含む社会経済の状況は、 見通しから大きく変化することも考えられ、 人口動
向の変化や災害リスクの状況等をふまえ誘導区域や施策等を見直していくことが必要です。 このた
め、 国勢調査や都市計画基礎調査といった各種調査結果を活用して都市の動向をとらえるととも
に、 都市機能や居住の誘導施策の取組状況を把握し、 おおむね 5 年ごとにプランを評価します。
　この評価結果をふまえるとともに、 都市計画マスタープラン等の上位計画の見直し内容を反映し
ながら、 必要なプランの見直しを行います。

プランの推進と評価

プ
ラ
ン
の
評
価
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